
教育委員会室

第１ 議案第３０号

第２ 議案第３１号

報告事項なし

教 育 委 員 会 日 程

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正す
る規則について

令和4年7月7日(木) 午後３時００分から

２　場　所

３　日　程

議決事項

１　日　時

報告事項

第２１期墨田区文化財保護審議会委員の委嘱について
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議案第３０号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則について

　別紙のとおり改正する。

令 和 4 年 7 月 7 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　特別区統一交渉の結果、幼稚園教育職員の特殊勤務手当の上限額が引上げられるこ
ととなったことから、関連規則の規定整備を行う必要がある。
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   幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則（平成１２年墨田区教育委員会規則第

１８号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
    
別表第２ 

支給範囲 支給額 

職員が、幼稚園の管理下におい

て行う非常災害時等の緊急業務で

次に掲げる業務に従事したとき。 

１ 非常災害時における幼児の保

護又は緊急の防災若しくは復旧

の業務に従事したとき。 

２ 特に被害が甚大な災害発生時

における幼児を含む避難住民の

救援業務に従事したとき。 

３ 幼児の負傷、疾病等に伴う救

急の業務に従事したとき。 

４ 幼児に対する緊急の補導業務

に従事したとき。 

 

 

 

 

日額  

８，０００円 

 

日額  

１６，０００

円 

日額 

７，５００円 

日額 

７，５００円 

 

 

 

別表第２ 

支給範囲 支給額 

職員が、幼稚園の管理下におい

て行う非常災害時等の緊急業務で

次に掲げる業務に従事したとき。 

１ 非常災害時における幼児の保

護又は緊急の防災若しくは復旧

の業務に従事したとき。 

２ 特に被害が甚大な災害発生時

における幼児を含む避難住民の

救援業務に従事したとき。 

３ 幼児の負傷、疾病等に伴う救

急の業務に従事したとき。 

４ 幼児に対する緊急の補導業務

に従事したとき。 

 

 

 

 

日額  

３，２００円 

 

日額  

６，４００円 

 

日額 

３，０００円 

日額 

３，０００円 

 
 

  

付 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則（以下「改

正後の規則」という。）別表第２の規定は、令和４年４月１日以後の勤務に係る教
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員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、

なお従前の例による。 

（教員特殊業務手当の内払い） 

３ 改正後の規則別表第２の規定を適用する場合においては、この規則による改正前

の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された教員特

殊業務手当は、改正後の規則の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。 

30-3


